
苦情等対応審査のフロー

申立人 苦情等対応審査委員会・専門調査会（行政管理課） 担当部等

審査申立書 受 付

受 受理・不受理の通知

付 関係部長等への通知

申立内容を知事・副知事へ報告 （知事・副知事）

調 事実関係の確認 事案の詳細を調

・提出資料 査・部の対応方

・関係者への聞き取り 針案の報告

査 ・実地調査 等

対応方針案の検討 回答、説明等

専門調査会における審査

審 ・対応方針案の審査 必要に応じ出席

・顧問弁護士へ相談

査 （必要な場合）

等 苦情等対応審査委員会での決定 （知事・副知事）

・知事・副知事に協議し、

対応方針を決定

審査結果・対応方針の回答

回

答 文書・電話・ 関係部長等へ審査結果・対応方針を通知

・ 面談等による 対応方針に基づく対応

報 ・報告（必要な場合は制度等の見直し

告 幹部会議へ報告（必要な場合） も行う）

・苦情等及び対応概要を報告

公 申立内容、対応の概要を公表

・ホームページにて公表

表 （個人情報保護に配慮）


